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令和 7・8年度競争参加資格審査において、下表のとおり工事種別の主な工事内容が変

更となりました。本工事で募集を行う工事種別は「土木補修工事」となります。 

入札公告時点で「土木補修工事」の無資格者が競争に参加する場合は、開札時までに資

格審査を申請の上、「土木補修工事」の有資格者認定を受ける必要がありますのでご注意

ください。 

 

工事種別 主な工事内容（令和 7・8 年度） 主な工事内容（令和 5・6 年度） 
土木工事 道路の土構造物（のり面保護を含

む。）、トンネル、コンクリート構
造物（橋脚、カルバートボックス
など。ただし、橋梁上部工は除
く。）の新設、改築に係る工事 

道路の土木構造物のうち土構造物
（のり面保護を含む。）、トンネ
ル、コンクリート構造物（橋梁上
部工は除く。）の新設、改築、改良
（耐震補強対策を含む。）、災害復
旧、特定更新（トンネルインバー
ト設置・覆工補強、のり面のグラ
ウンドアンカー工・脆弱岩対策、
排水機能強化など）に係る工事 

土木補修工事 道路の土構造物（のり面保護を含
む。）、トンネル、コンクリート構
造物（橋脚、カルバートボックス
など。ただし、橋梁上部工は除
く。）の改良（耐震補強対策を含
む。）、特定更新（トンネルインバ
ート設置・覆工補強、のり面のグ
ラウンドアンカー工・脆弱岩対
策、排水機能強化など）、維持修
繕、補修、災害復旧に係る工事
（他の工事種別に属する工事は除
く。） 

道路の土木構造物のうち土構造物
（のり面保護を含む）、トンネル、
橋脚及びカルバートボックスなど
コンクリート構造物（橋梁上部工
は除く。）の維持修繕に係る工事
（他の工事種別に属する工事は除
く。） 

 


